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１ 不登校児童生徒数 

 小学校 中学校 

平成２７年度 １６ ４７ 

平成２８年度 ３（６） ６６（５６） 

平成２９年度（５月末現在） ０（０）  ４（３２） 

（注）一般的に病気等の理由以外で年間 30 日以上欠席した児童生徒を不登校としている。平成

28 年度以降は，30 日未満の不登校による欠席や別室登校の児童生徒を不登校傾向（準不登

校）として調査することになり，（ ）内はその人数にあたる。 

 

２ いじめ認知件数 

 小学校 中学校 

平成２７年度  ５７件 ２２件 

平成２８年度 １４４件 ３２件 

平成２９年度（５月末現在）  ３６件 １２件 

（注）平成 18 年に発生件数から認知件数に変更され，平成 25 年に施行されたいじめ防止対策推

進法でいじめの定義が変わったことにより，件数的には大幅に増加した。更に，平成 29

年度からいじめ解消の定義が変わった（いじめ発生から３か月経過により解消の判断）。平

成 28 年度末時点で解消されない事案が１件あったが（小学校６年女児），中学校進学を機

に現在は解消されている。 

 

３ 携帯電話・スマートフォン・パソコン等のトラブル件数 

 小学校 中学校 

平成２７年度 ３件 ３件 

平成２８年度 １件 ５件 

平成２９年度（５月末現在） ０件 ０件 

（注）平成 29 年度５月末時点で解消されていない事案はない。 

 


